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ID: 335
担当部署: 経済部 耕地林務課 林務係

処分の概要 使用の許可

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市有林道管理規則 第2条第1項

例 規 番 号 平成18年規則第154号

【根拠条文】

(林道使用の許可)

第2条 林産物、土石、重機その他物品を運搬するため林道を使用する者は、市長の許可を受け

なければならない。ただし、人背によるものは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとするものは、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。

(1) 運搬物の種類及び数量

(2) 運搬方法

(3) 使用区間

(4) 使用期間

【基準】

根拠条文に同じ。

標準処理期間 7日

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 8 月 15 日 最終変更年月日 年 月 日


